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年
金
改
革
の
読
売
案
を
実
現
 
 

す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
試
 
 

算
す
る
と
、
新
た
に
年
約
5
・
 
 

5
兆
円
と
見
込
ま
れ
る
。
現
行
 
 

の
消
費
税
の
税
収
は
1
％
あ
た
 
 

り
2
・
6
兆
円
程
度
な
の
・
で
、
 
 

実
質
的
に
税
収
と
し
て
得
ら
れ
 
 

る
「
実
質
税
率
」
ベ
ー
ス
で
、
 
 

消
費
税
率
を
現
行
の
5
％
か
ら
 
 

2
％
引
き
上
げ
、
7
▼
％
と
す
る
 
 

こ
と
が
必
要
だ
。
 
 
 

最
も
額
が
大
き
い
の
が
、
基
 
 

礎
年
金
の
国
庫
負
担
を
現
行
の
 
 

3
分
の
一
葉
か
ら
2
分
の
一
に
 
 

引
き
上
げ
る
措
置
で
、
約
2
・
 
 

3
兆
円
だ
。
た
だ
、
2
分
の
1
 
 

へ
の
引
き
上
げ
は
、
す
で
に
政
 
 

府
が
法
律
で
0
9
年
度
ま
で
に
実
 
 

施
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
 
 

こ
の
た
め
、
読
売
奏
で
独
自
に
 
 

必
要
な
費
用
は
残
り
の
約
3
・
 
 

2
兆
円
と
な
る
。
 
 
 

内
訳
は
、
①
世
帯
年
収
2
0
 
 

0
万
円
以
下
の
受
給
者
を
対
象
 
 

に
月
額
5
万
円
を
保
障
す
る
 
 

「
最
低
保
障
年
金
」
．
の
創
設
＝
約
 
 

0
ト
8
兆
円
②
子
供
が
0
～
2
 
 

読
売
案
の
実
現
5
・
5
兆
円
必
要
 
 

歳
の
．
3
年
間
は
夫
婦
の
基
礎
年
 
 

金
分
保
険
料
を
無
料
化
す
る
子
 
 

育
て
支
援
＝
約
－
・
1
兆
円
③
 
 

基
礎
年
金
の
満
額
を
現
行
の
月
 
 

6
方
6
0
0
0
円
か
ら
7
万
円
 
 

へ
引
き
上
げ
＝
約
1
・
2
兆
円
 
 

④
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
 
 

を
現
行
の
2
5
年
か
ら
川
年
へ
短
 
 

縮
＝
紛
0
・
1
兆
円
J
－
と
な
 
 

っ
て
い
る
。
 
 
 

読
売
奏
で
は
、
必
要
な
費
用
 
 

5
・
5
兆
円
を
、
す
べ
て
消
費
 
 

税
（
約
2
％
分
に
相
当
）
で
賄
 
 

う
。
消
費
税
を
2
0
1
1
 
年
産
 
 

ま
で
に
社
会
保
障
目
的
税
化
 
 

し
、
標
準
税
率
を
1
0
％
、
生
活
 
 

必
需
品
に
は
5
％
の
軽
減
税
率
 
 

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
の
実
 
 

質
税
率
は
9
％
程
度
と
見
込
ま
 
 

れ
、
年
金
改
革
に
使
う
以
外
の
 
 

税
収
は
医
療
・
介
護
や
少
子
化
 
 

対
策
の
充
実
に
使
う
こ
と
を
想
 
 

定
し
て
い
る
。
 
 
 

団
塊
の
世
代
が
7
5
歳
以
上
に
 
 

な
る
2
0
2
5
年
に
、
読
売
奏
 
 

で
必
要
に
な
る
費
用
に
つ
い
て
 
 

は
、
塀
確
な
試
算
は
難
し
い
。
 
 

㊥読売提言の実施に必要な額（試算）  

・0．1兆円  

最低保障年金  

だ
が
、
税
を
新
た
に
投
入
す
る
 
 

部
分
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
 
 

巨
額
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
 
 

推
測
で
き
る
。
 
 
 

少
子
高
齢
化
が
一
層
進
む
た
 
 

め
、
基
礎
年
金
に
必
要
な
額
以
 
 

上
に
、
医
療
・
介
護
、
少
子
化
 
 

対
策
の
費
用
が
膨
ら
み
、
更
な
 
 

る
消
費
税
率
ア
ッ
プ
が
必
要
に
 
 

な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
、
 
 

そ
の
場
合
で
も
、
読
売
案
な
ら
 
 

年
金
は
大
き
な
引
き
上
げ
要
因
 
 

に
は
な
ら
ず
、
棲
準
税
率
を
ほ
 
 

％
（
軽
減
税
率
5
％
）
ま
で
上
 
 

げ
れ
ぼ
、
▲
社
会
保
障
給
付
を
ま
 
 

か
な
う
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
 
 

一
方
、
保
険
料
は
、
す
で
に
 
 

決
ま
っ
て
い
る
引
き
上
げ
ス
ケ
 
 

ジ
ュ
ー
ル
の
ま
ま
に
す
る
。
現
 
 

行
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
、
国
 
 

民
年
金
保
険
料
（
0
8
年
度
月
1
 
 

万
4
4
1
0
円
）
は
段
階
的
に
 
 

引
き
上
げ
ら
れ
、
1
7
年
度
以
降
 
 

は
一
万
6
9
0
0
円
の
水
準
で
 
 

固
定
さ
れ
る
。
厚
生
年
金
保
険
 
 

料
（
現
在
年
収
の
約
1
5
％
、
う
 
 

ち
基
礎
年
金
相
当
分
は
約
5
 
 

％
）
は
、
毎
年
0
・
3
5
．
4
％
ず
 
 

つ
引
き
上
げ
ら
れ
、
1
7
年
以
降
 
 

は
1
8
・
3
％
で
固
定
さ
れ
る
。
 
 
 

‾ 苛   
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の
摘
媚
鋸
析
銅
 
 
 

確
化
だ
。
消
葡
税
を
社
会
保
博
の
眉
萬
税
化
し
、
名
称
も
変
更
し
 
 
 

て
「
社
会
保
障
税
↑
を
新
蟄
を
等
森
二
は
、
低
所
得
者
ほ
ど
税
 
 
 

負
担
の
割
合
が
高
怠
る
逆
進
性
の
緩
和
だ
。
生
活
必
需
品
に
は
軽
 
 
 

減
税
率
を
適
用
㌢
税
率
は
藩
潔
に
琴
忌
く
。
筆
頭
信
頼
 
 
 

性
・
透
明
性
の
向
上
だ
。
畠
凍
書
な
ど
に
税
額
の
記
載
を
義
務
付
 
 

け
る
「
イ
ン
ポ
イ
汝
」
 
（
税
額
票
｝
方
式
を
導
入
す
る
。
 
 
 

読
売
実
は
、
今
後
急
速
兎
少
子
は
、
消
費
税
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
 
 

・
高
齢
化
が
進
む
中
で
急
増
が
・
と
位
置
付
け
た
。
 
 
 

見
込
ま
れ
る
年
苧
直
療
・
介
護
 
社
会
保
障
給
付
は
、
景
気
が
悪
 
 
 

な
ど
社
会
保
障
の
給
付
を
賄
う
に
く
訝
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
削
減
す
 
 

フ藷哀ざ＝三三：；∴「      ≡託さ；三ギ棉㍍壊 喪類誌轟芳ソ 
1968年   1968年  1973年  1969年   

土地の・譲渡．（建築用   不動産取引、  不動産取引、    土地の譲渡・賃貸、不動産取引、  

不動産賃貸、  不動産賃貸、    建物の譲渡・賃貸、不動産賃貸、      金融・保険、医療、  ．金融・保険、    金融・保険、医嘩、教会敵保険、医療さ∴≡    保険 
、医療、  

、福祉など   

縛倉∴  
郵便など  

19，6％   19％  17．5％  2弓％   

食料品、水道水、新医薬品‘く医滞積   
の起軽減税薮は、否  聞、雑誌、書籍、国関による処方）な   

lなし  なし  
居住用建物の建築、 
障害者用機器など   

積出漉藁葱甑敵   ：想．賀，－∈・さ盲、  感銘雄診  
食料品、フ  水道水、新聞、  食料品、雑読、  食料品、水   
雑誌、書籍へ医薬品、   香箱、旅客輸送、  道水、新聞、  
旅客輸送など  肥料など   雑誌、書籍、   

潮汐  新聞二書籍、雑誌、  
新聞、医薬品な  スポーツ観戦、映  

ど   ．画、旅客輸送など   ゼロ税率兼び5％未満   l  L                 定する考え方を採って いる       内旅客輸送、医薬品、：ど 二             ・授 家庭用燃料及び電食料品、郵白兎                   力など     設の利用なと・         儲班鹿既紗        旅客・輸送な       ど     卜らない。ただ、事業者にとっては、非課税は仕入れにかかった消費税を控除できないが、ゼロ税率はできるとい  
で付加価値税を導入していないので、麦には入？ていない0州では小売売上税を導入しているところが多い   

日本 

要 1989年   197’7年  

ニ＝．土地の譲5度・賃貸、  土地の譲渡．（建築用     こ 

付 
住宅の賃貸、金融・  地を蔭く）こ賃貸、中古  
保険、医療、教育、  建物の譲渡・、ご■建物の  

許福祉など   賃貸、金融小保険、医療、  

価 教育、郵便、福祉など  

5％  

軒   

）15％以上  

の起軽減税薮は、否  
なし  

ゼロ税率及び5％未満  定する考え方を採って いる  

（2 積出漉藁葱甑敵  
0 食料品、水道水、新聞、  
0 雑誌、書籍へ医薬品、  

なし     旅客輸送など  

月 
現 
在）   

轟
主
国
の
加
値
税
の
概
要
 
 

目
的
税
化
し
－
社
会
保
障
頑
」
に
 
 

8
年
1
 
 
 

※非課税もゼロ税率も消費税がかカ  
う遠いがある。アメリカは国レベル  

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
 
 

経
済
の
担
い
手
で
あ
る
勤
労
世
代
 
 

に
過
重
な
負
担
を
強
い
れ
ば
、
少
 
 

子
・
高
齢
化
社
会
を
支
え
る
の
に
 
 

重
要
な
経
済
の
活
力
も
失
わ
れ
か
 
 

ね
な
い
。
 
 
 

消
費
税
は
所
得
税
や
法
人
税
に
 
 

比
べ
、
景
気
動
向
に
伴
う
税
収
の
 
 

変
動
が
少
な
い
安
定
的
な
財
源
 
 

串主な国の付加価値税率  
の税率。2008年1月現在  臥 

「トL藍l■l 

イ 

㌢ 

税 
後 
」 
の 

ため、  

5
％
 

2
2
 克

畳
食
料
品
の
税
率
 
 

l
標
準
税
牽
 
 

転
敲
ス
ギ
ン
 
 

7
7
眠
劃
恥
タ
イ
 
 
 

7
7
鯨
駁
シ
、
ノ
票
九
 
 

1
0
L
ォ
去
ト
ラ
リ
ア
 
 

1
2
1
2
輔
排
排
鰻
 
 
 

5
5
髄
劃
日
本
 
 

5
r
動
力
チ
タ
 
 

げ
、
国
民
が
負
担
増
を
分
か
ち
合
 
 

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 
 
 

読
売
実
は
消
費
税
の
果
た
す
べ
 
 

き
役
割
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
今
 
 

後
の
負
担
増
に
国
民
の
理
解
を
 
 

得
る
た
め
、
「
消
費
税
は
年
金
 
 

・
医
療
・
介
護
な
ど
社
会
保
障
 
 

の
給
付
だ
け
を
賄
う
た
め
の
税
 
 

だ
。
勤
労
世
代
だ
け
で
な
く
、
広
 
 

く
国
民
が
税
負
担
を
分
か
ち
合
う
 
 

こ
と
を
通
じ
て
、
世
代
間
の
公
平
 
 

に
も
役
立
つ
。
こ
う
し
た
特
徴
を
 
 

持
つ
消
費
税
に
、
社
会
保
障
給
付
 
 

を
賄
う
役
割
を
求
め
る
の
は
理
に
 
 

か
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
は
根
 
 

強
い
抵
抗
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
 
 

中
国
 
 

イ
ギ
リ
ス
 
 

オ
ラ
ン
タ
 
 

ド
イ
ツ
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
 
 

た
国
の
借
金
（
債
務
）
 
 

の
残
高
は
、
2
0
0
 
 

7
年
1
2
月
未
で
過
去
 
 
 

最
大
の
B
3
8
兆
円
 
 
 

に
も
上
り
、
社
会
保
 
 

∵
障
給
付
を
賄
う
に
 
 

在
の
5
％
の
税
率
は
 
 

同
様
の
仕
組
み
の
付
 
 

加
価
値
税
を
導
入
し
 
 

て
い
る
経
済
協
力
開
 
 

発
機
構
（
O
E
C
D
）
 
 

諸
国
で
、
最
も
低
い
 
 

水
準
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
国
債
や
借
 
 

入
金
な
ど
を
合
わ
せ
 
 

は
、
新
た
に
国
民
に
 
 

負
担
を
求
め
ざ
る
を
 
 

得
な
い
。
「
安
心
で
 
 

消
費
率
を
引
き
上
 
 

で
あ
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
て
 
 

目
的
税
化
し
、
名
称
も
変
更
し
 
 

て
「
社
会
保
障
税
」
を
新
設
す
る
 
 

こ
と
を
壁
吉
し
た
。
 
 
 

現
在
の
消
費
税
も
1
9
9
9
年
 
 

度
以
降
は
、
毎
年
度
の
予
算
総
則
 
 

で
「
消
費
税
の
収
入
が
充
て
ら
れ
 
 

る
経
費
（
地
方
交
付
税
交
付
金
を
 
 除

く
）
の
範
囲
」
と
し
て
、
基
礎
 
 

年
金
・
老
人
医
療
・
介
護
が
規
定
 
 

さ
れ
、
基
本
的
に
社
会
保
障
の
給
 
 

付
に
充
て
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
 
 

が
必
ず
し
も
国
民
に
十
分
認
識
さ
 
 

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
毎
年
 
 

変
わ
る
予
算
総
則
に
書
く
だ
け
で
 
 

な
く
、
法
律
で
目
的
税
化
を
明
確
 
 

に
規
定
し
、
国
民
の
理
解
を
得
て
 
 

い
く
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

目
的
税
化
に
つ
い
て
は
、
財
政
 
 

の
硬
直
化
を
招
く
な
ど
の
批
判
が
 
 

あ
る
が
、
新
た
に
特
別
会
計
を
作
 
 

る
必
要
は
な
い
。
特
別
会
計
を
作
 
 

れ
ば
、
財
源
を
す
べ
て
使
い
切
ろ
 
 

う
と
無
駄
な
支
出
が
多
く
な
り
、
 
 

国
会
の
チ
ェ
ッ
ク
も
お
ろ
そ
か
に
 
 

な
る
か
ら
だ
。
 
 
 

ま
た
、
税
率
の
引
き
上
げ
幅
に
 
 

も
よ
る
が
、
直
ち
に
社
会
保
障
の
 
 

給
付
す
べ
て
を
賄
え
る
わ
け
で
は
 
 

な
い
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
だ
。
 
 

当
面
は
、
他
の
財
源
を
社
会
保
障
 
 

の
給
付
に
充
て
る
必
要
も
あ
る
。
 
 
 

最
も
重
要
な
の
は
、
目
的
税
化
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
消
費
税
 
 

は
社
会
保
障
の
給
付
だ
け
を
賄
う
0
 
3
 
 

税
で
、
そ
れ
以
外
に
は
一
切
充
て
 
 

ら
れ
な
い
。
宮
の
肥
大
化
を
も
た
 
 

ら
す
よ
う
な
人
件
費
や
事
務
費
な
 
 

ど
に
は
使
わ
れ
な
い
」
こ
と
を
国
 
 

民
に
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
「
消
費
税
は
社
会
保
障
給
付
 
 

の
形
で
国
民
に
す
べ
て
還
元
さ
れ
 
 

る
」
と
い
う
原
則
を
確
認
す
る
必
 
 

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
名
 
 

称
も
「
社
会
保
障
税
」
に
変
更
す
 
 

べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

消
費
税
に
よ
る
「
負
担
」
と
社
 
 

会
保
障
の
「
給
付
」
の
関
係
を
明
 
 

確
に
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
「
負
担
 
 

増
が
あ
っ
て
も
給
付
を
増
や
し
 
 

た
方
が
い
い
」
の
か
、
「
こ
れ
以
 
 

上
の
負
担
増
は
無
理
な
の
で
給
付
 
 

も
現
行
水
準
に
と
ど
め
る
」
の
 
 

か
、
国
民
が
自
ら
選
択
し
や
す
 
 

く
な
る
。
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消
費
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
 
 

の
に
伴
い
、
制
度
へ
の
信
頼
性
・
 
 

透
明
性
を
高
め
る
た
め
、
請
求
書
 
 

な
ど
に
消
費
税
額
の
記
載
を
義
 
 

務
付
け
る
と
と
も
に
、
課
税
事
業
 
 

者
だ
け
群
発
行
で
き
る
「
イ
ン
 
 

書
に
税
額
記
載
」
義
務
 
 

ボ
イ
ス
（
税
額
票
）
方
 
 

式
」
を
導
入
す
る
必
要
 
 

が
あ
る
。
 
 
 

消
費
税
は
、
消
費
者
 
 

が
支
払
っ
た
消
費
税
が
 
 

事
業
者
の
手
元
に
残
っ
 
 

て
国
庫
に
入
ら
な
い
 
 

「
益
税
」
が
問
題
と
さ
 
 

れ
て
き
た
。
た
だ
、
益
 
 

税
の
温
床
と
も
批
判
さ
 
 

れ
た
中
小
事
業
者
に
対
 
 

す
る
特
例
措
置
は
、
消
 
 

費
税
を
納
め
る
こ
と
を
 
 

免
除
さ
れ
る
免
税
事
業
 
 

者
の
範
囲
が
、
導
入
時
 
 

の
課
税
売
上
高
3
0
0
 
 

0
方
円
か
ら
1
0
0
0
 
 

万
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
 
 

る
な
ぜ
、
次
第
に
縮
小
 
 

さ
れ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

残
っ
た
大
き
な
課
題
 
 

が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
導
入
だ
。
 
 
 

消
費
税
で
は
「
生
産
・
流
通
・
 
 

消
費
の
各
段
階
で
、
仕
入
れ
に
か
 
 

か
っ
て
い
た
消
費
税
を
差
し
引
く
 
 

「
仕
入
れ
税
額
控
除
」
と
い
う
仕
 
 

組
み
が
採
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

仕
入
れ
税
額
控
除
の
際
は
、
消
 
 

費
税
を
ご
ま
か
し
て
い
な
い
か
 
 

チ
土
ツ
ク
す
る
た
め
、
事
業
者
 
 

等
保
存
方
式
」
が
採
ら
れ
て
い
 
 

が
つ
け
る
帳
簿
の
ほ
か
、
取
引
 
 

先
が
発
行
す
る
請
求
書
な
ど
の
 
 

保
存
を
義
務
付
け
る
「
請
求
書
 
 
 

る
。
だ
が
、
免
税
事
業
者
が
仕
 
 

入
れ
に
か
か
っ
た
分
よ
り
も
多
 
 

い
額
の
消
費
税
を
上
乗
せ
し
た
・
 
 

請
求
書
を
出
し
て
も
、
 
 
 

仕
入
れ
税
額
控
除
が
で
 
 

き
る
と
い
う
問
題
が
指
 
 

摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

問
題
を
放
置
す
れ
 
 

ば
、
税
率
引
き
上
げ
で
 
 

よ
り
ひ
ず
み
が
大
き
く
 
 

な
り
か
ね
な
い
。
イ
ン
 
 

ボ
イ
ス
方
式
の
導
入
が
 
 

求
め
ら
れ
る
。
 
 

課
税
事
業
者
を
区
別
 
 

す
る
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
 
 

な
ど
の
よ
う
に
課
税
事
 
 

業
者
ご
と
に
番
号
を
付
 
 

け
る
方
法
も
考
え
ら
れ
 
 

る
。
ま
た
、
税
務
署
の
 
 

台
帳
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ど
後
 
 

か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
 
 

く
方
法
も
あ
り
、
．
そ
の
場
合
は
現
 
 

在
と
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
請
求
 
 

書
な
ど
に
消
費
税
額
を
書
く
こ
と
 
 

だ
け
だ
。
 
 
 

ま
た
、
「
標
準
税
率
川
％
、
軽
 
 

減
税
率
5
％
」
と
い
っ
た
複
数
税
 
 

率
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
凛
準
税
率
 
 

の
商
品
と
軽
減
税
率
の
商
品
を
同
 
 

時
に
仕
入
れ
た
際
に
、
税
額
の
計
 
 

算
が
煩
雑
に
な
る
。
政
府
税
調
も
 
 

「
仮
に
軽
減
税
率
を
導
入
す
る
場
 
 

合
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
導
 
 

入
が
不
可
欠
」
（
0
7
年
‖
月
答
申
）
 
 

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
消
費
 
 

税
頗
が
す
ぐ
に
わ
か
る
イ
ン
ボ
イ
 
 

ス
方
式
の
導
入
に
は
、
事
業
者
の
 
 

事
務
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う
メ
 
 

リ
ッ
ト
も
大
き
い
。
 
 
 

た
だ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
を
導
 
 

入
し
た
場
合
、
免
税
事
業
者
か
ら
 
 

仕
入
れ
る
と
仕
入
れ
税
額
控
除
が
 
 

認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
免
税
事
業
 
 

者
が
取
引
か
ら
外
さ
れ
る
と
の
懸
 
 

念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
（
 
 

そ
の
場
合
も
免
税
事
業
者
が
課
税
 
 

事
業
者
に
な
る
と
選
択
す
れ
ば
、
 
 

事
務
負
担
は
増
え
る
が
、
取
引
か
 
 

ら
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
 
 3－1   
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消
費
税
を
2
0
－
－
 年
度
ま
で
 
 

に
1
0
％
に
引
き
上
げ
る
に
あ
た
っ
 
 

て
は
、
低
所
得
者
ほ
ど
税
負
担
の
 
 

割
合
が
高
ま
る
逆
進
性
を
緩
和
す
 
 

る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
欧
州
各
 
 

国
で
食
料
品
な
ど
に
適
用
さ
れ
て
 
 

い
る
「
軽
減
税
率
」
を
導
入
し
、
 
 

食
料
品
な
ど
の
生
活
必
需
品
に
は
 
 

そ
れ
を
適
用
し
て
、
税
率
は
現
行
 
 

の
5
％
の
ま
ま
据
え
置
く
こ
と
が
 
 

必
要
だ
。
 
 
 

生
活
必
需
品
に
は
軽
減
税
率
 
 

轟食料品に軽減税率を適用した場合の実質税率  

食料品は軽減税  
5％にすると  

f軽減分   

※全消費税収の   
5分の1が   
食料品への課税分  

食料品は軽減税率  
5％にすると  消

費
税
と
同
じ
よ
う
な
仕
組
み
 
 

の
付
加
価
値
税
を
採
用
し
て
い
る
 
 

欧
州
各
国
で
は
、
1
9
7
7
年
の
 
 

欧
州
共
同
休
（
E
C
）
指
令
で
、
 
 

①
本
来
の
税
率
（
標
準
税
率
）
は
 
 

ほ
％
以
上
②
軽
減
税
率
を
設
け
る
 
 

場
合
は
5
％
以
上
と
し
、
税
率
の
 
 

刻
み
は
2
段
階
以
内
－
と
い
う
 
 

条
件
を
満
た
せ
ば
、
軽
減
税
率
を
 
 

設
け
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
軽
 
 

減
税
率
の
対
象
に
つ
い
て
も
、
食
 
 

消
費
税
率
弼
 
 
 

食料品 それ以外  

料
品
や
水
、
医
薬
品
、
新
聞
、
雑
 
 

誌
、
書
籍
、
旅
客
輸
送
な
ど
が
具
 
 

体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

指
令
を
踏
ま
え
、
欧
州
連
合
（
E
 
 

U
）
で
は
多
く
の
国
で
軽
減
税
率
 
 

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
 
 

（
標
準
税
率
柑
・
6
％
）
で
は
、
 
 

食
料
品
、
雑
誌
、
書
籍
、
旅
客
輸
 
 

送
な
ど
は
5
・
5
％
、
新
聞
、
医
 
 

薬
品
な
ど
は
2
・
－
％
の
軽
減
税
 
 

率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ニ
 
 

の
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
う
え
で
、
「
極
力
単
一
税
 
 

率
が
望
ま
し
い
」
 
（
2
0
0
7
年
 
 

〓
月
答
申
「
抜
本
的
な
税
制
改
革
 
 

に
向
け
た
基
本
的
考
え
方
」
）
と
 
 

し
て
き
た
。
 
 

一
方
、
⊥
消
費
税
率
の
水
準
が
 
 

欧
州
諸
国
並
み
で
あ
る
2
け
た
税
 
 

ー
デ
ン
（
同
2
5
％
）
で
も
、
食
料
 
 

品
な
ど
は
1
2
％
、
新
聞
、
雑
誌
、
 
 

書
籍
、
旅
客
輸
送
な
ど
は
6
％
に
 
 

軽
減
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

軽
減
税
率
の
導
入
に
つ
い
て
、
 
 

政
府
税
制
調
査
会
（
首
相
の
諮
問
 
 

機
関
）
は
過
去
の
答
申
で
、
①
消
 
 

費
の
あ
り
方
が
多
様
化
す
る
中
で
 
 

適
用
範
囲
を
決
め
る
の
が
難
し
い
 
 

②
制
度
が
複
雑
に
な
っ
て
事
業
者
 
 

の
事
務
負
担
が
増
え
る
！
な
ど
 
 

． 

6
月
答
申
「
少
子
・
高
 
 
 

齢
社
会
に
お
け
る
税
制
 
 

の
あ
り
方
」
）
と
の
認
識
も
示
し
 
 

て
い
る
。
 
 
 

軽
減
税
率
に
様
々
な
問
題
は
あ
 
 

る
が
、
欧
州
各
国
は
、
逆
進
性
の
 
 

緩
和
を
優
先
さ
せ
る
た
め
、
あ
え
 
 

て
導
入
し
て
い
る
。
読
売
案
は
、
 
 

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
国
民
の
理
 
 

解
を
得
る
た
め
に
は
、
実
務
上
の
 
 

率
と
な
っ
た
場
合
に
 
 

は
、
逆
進
性
を
緩
和
す
 
 

る
観
点
か
ら
、
食
料
品
 
 

等
に
対
す
る
軽
減
税
率
 
 

の
採
用
の
是
非
が
検
討
 
 

課
題
と
な
る
」
 
（
0
3
年
 
 難

し
さ
は
あ
っ
て
も
、
食
料
品
な
 
 

ど
の
生
活
必
需
品
に
は
軽
減
税
率
 
 

を
適
用
し
、
日
常
の
負
担
感
を
緩
 
 

和
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
位
置
付
 
 

。
 
 
 

特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
の
は
、
「
軽
減
税
率
に
よ
る
減
．
 
 

収
分
だ
け
標
準
税
率
を
高
く
せ
ざ
 
 

る
を
得
な
い
」
（
0
7
年
‖
月
答
申
）
 
 

問
題
だ
。
 
 
 

0
6
年
家
計
調
査
を
も
と
に
、
食
 
 

料
品
代
（
酒
類
代
や
外
食
代
を
除
 
 

く
）
に
か
か
る
消
費
税
収
を
試
算
 
 

す
る
と
、
2
・
6
兆
円
に
上
る
。
 
 

消
費
税
収
は
全
体
（
5
％
分
）
で
 
 

1
3
・
2
兆
円
だ
か
ら
、
こ
れ
は
消
 
 ％

に
と
ど
ま
る
。
。
 
 
 

こ
の
た
め
、
軽
減
税
率
の
適
用
 
 

範
囲
を
決
め
る
場
合
は
、
ど
こ
ま
 
 

で
に
す
べ
き
か
、
慎
重
な
議
論
が
 
 

必
要
と
な
る
。
 
 

費
税
率
－
％
分
に
相
当
す
る
。
 
 
 

仮
に
、
食
料
品
に
5
％
の
軽
減
 
 

税
率
を
適
用
し
、
標
準
税
率
は
1
0
 
 

％
に
引
き
上
げ
た
場
合
は
、
食
料
 
 

品
に
か
か
る
消
費
税
収
は
変
わ
ら
 
 

ず
、
他
の
品
目
に
か
か
る
消
費
税
 
 

収
だ
け
が
2
倍
に
増
え
る
か
ら
、
 
 

実
質
的
に
税
収
と
し
て
得
ら
れ
る
 
 

「
美
質
税
率
」
は
9
％
と
な
る
抒
 
 

込
み
だ
。
標
準
税
率
ほ
％
、
軽
減
 
 

税
率
5
％
な
ら
、
実
質
税
率
は
ほ
 
 



平成20年4月16日（水） 読売新聞 朝刊 20面  

国
民
の
税
負
担
と
社
会
保
険
 
 

料
負
担
の
合
計
が
国
民
所
得
に
 
 

占
め
る
割
合
で
あ
る
「
国
民
負
 
 

担
率
」
の
国
際
比
較
を
見
る
と
、
 
 

日
本
は
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
 
 

余
地
が
ま
だ
あ
る
と
い
え
る
。
 
 
 

日
木
の
国
民
負
担
率
は
2
0
 
 

0
8
年
度
で
4
0
・
1
％
で
、
ス
 
 

ウ
ェ
ー
デ
ン
（
7
0
・
－
％
）
、
 
 

フ
ラ
ン
ス
（
6
2
・
2
％
）
、
ド
 
 

イ
ツ
（
5
1
・
7
％
）
な
ど
の
欧
 
 

州
各
国
に
比
べ
、
相
対
的
に
低
 
 

い
水
準
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
 
 

3
4
・
5
％
と
低
い
の
は
、
社
会
 
 

保
障
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
 
 

が
低
く
、
保
険
料
負
担
も
軽
い
 
 

た
め
だ
。
 
 
 

日
本
の
負
担
率
の
内
訳
を
分
 
 

析
す
る
と
、
日
本
は
法
人
税
な
 
 

（対国民所得比）62．2  

社
会
保
険
料
 
 

負
担
率
 
 

消
費
税
上
げ
日
本
に
は
余
地
 
 

辱国民兵損率の   
国際比較  
（単位％） 48．3  資

産
 
消
費
 
課
税
 

等
課
税
課
税
 
 
課
税
 
法
人
所
得
 
個
人
 

40．1  

所
得
 
 

ど
の
法
人
所
得
課
税
負
担
率
が
 
 

7
・
l
％
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
 
 

（
5
・
3
％
）
、
イ
ギ
リ
ス
（
4
 
 

・
3
％
）
な
ど
欧
州
各
国
に
比
 
 

べ
て
高
い
。
 
 

一
方
、
消
費
税
な
ど
の
消
費
 
 

課
税
負
担
率
は
6
・
9
％
で
、
 
 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
1
8
・
6
％
）
、
 
 

フ
ラ
ン
ス
（
ほ
・
2
％
）
な
ど
 
 

欧
州
各
国
の
約
2
分
の
1
の
水
 
 

準
に
と
ど
ま
る
。
 

経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
 
 

C
D
）
は
4
月
濫
発
表
し
た
対
 
 

日
経
済
審
査
報
告
書
で
、
「
日
 
 

本
の
消
費
税
率
は
5
％
と
（
付
 
 

加
価
値
税
を
導
入
し
て
い
る
）
 
 

O
E
C
D
諸
国
で
最
も
低
く
、
 
 

消
費
税
率
引
き
上
げ
が
必
要
」
 
 

と
求
め
て
い
る
。
 
 

芋イツ フランス  日本 アメリカイギリス  

18．8 18．3 17．2  22．1％ 12．3 16．1  

至05   
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医癌と勇・喜萱撼‡充  
皆
保
険
制
度
発
足
か
ら
間
も
な
 
 

く
半
世
紀
に
な
る
の
を
前
に
、
医
 
 

療
保
険
制
度
の
ほ
こ
ろ
び
が
広
が
 
 

っ
て
い
る
。
特
に
深
刻
な
の
は
、
 
 

地
域
や
診
療
科
で
の
医
師
の
偏
在
 
 

だ
。
勤
務
医
不
足
の
た
め
、
患
者
 
 

人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
築
く
に
は
、
 
 

年
金
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
、
介
護
、
少
子
化
対
策
な
ど
の
社
会
 
 

保
障
を
総
合
的
に
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
超
高
齢
社
 
 

会
の
不
安
解
消
に
は
、
予
測
不
能
な
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
医
療
・
 
 

介
護
の
体
制
茸
化
が
不
可
欠
だ
。
制
度
間
の
連
携
を
強
化
し
な
が
 
 

ら
、
持
続
可
能
な
仕
組
み
に
改
革
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
 
 

の
財
源
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
制
度
の
現
状
と
将
来
 
 

の
課
題
を
ま
と
め
た
。
 
 

勤
務
医
不
足
解
消
急
げ
 
 

㊤
増
加
す
る
7
5
歳
以
上
人
口
（
2
0
0
7
年
版
「
高
齢
社
会
白
書
」
よ
り
）
 
 

が
救
急
病
院
へ
の
搬
入
を
拒
否
さ
 
 

れ
る
と
い
う
事
態
が
頻
発
し
て
い
 
 

る
。
さ
ら
に
、
産
科
、
小
児
科
な
 
 

ど
の
医
師
も
足
り
な
い
。
 
 

一
方
、
高
齢
化
に
よ
る
医
療
費
 
 

の
増
加
も
深
刻
な
問
題
だ
。
国
民
 
 

医
療
費
は
3
2
兆
円
（
2
0
0
6
年
 
 

度
）
で
、
年
間
約
1
兆
円
ず
つ
増
 
 

え
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
の
推
計
 
 

に
よ
る
と
、
団
塊
の
世
代
が
7
5
歳
 
 

以
上
の
高
齢
者
に
な
る
2
5
年
度
に
 
 

総医療費と公的医療費の対GDP比  
（2004年）  

稔医療費  
11．0  1

。
・
6
■
射
葦
≠
 
 

■．」⊥  950 60 70 80 90 2000：’tO 20 30 40 5055  
実績値←：一－→推計値   ■■  8．7   

愚
 
 

（
「
O
E
C
D
ヘ
ル
ス
デ
ー
タ
2
0
0
7
」
よ
り
）
 
 

善
 
 

感
 
 

医
〟
 
 

的
 
 

ア
メ
リ
カ
 
 

日
本
 
 

O
E
C
D
 
 
 

平
均
 
 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
 
 

ド
イ
ツ
 
 
 

イ
ギ
リ
ス
 
 

は
、
5
6
兆
円
に
ふ
く
ら
む
。
医
療
 
 

の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
 
 

医
療
供
給
体
制
の
効
率
化
に
よ
っ
 
 

て
、
医
療
費
の
無
駄
を
ど
う
取
り
 
 

3，4 3．4 3．4  

人口1000人当たりの医師数（2004年）  

除
い
て
い
く
の
か
q
難
し
い
か
じ
 
 

取
り
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
 
 

政
府
は
0
2
年
度
以
降
、
医
療
の
 
 

定
価
表
に
当
た
る
診
療
報
酬
を
4
 
 

回
連
続
で
引
き
下
げ
た
。
こ
う
し
 
 

た
医
療
費
抑
制
策
に
加
え
、
公
立
 
 

病
院
を
運
営
す
る
地
方
自
治
休
の
 
 

財
政
難
、
0
4
年
慶
に
導
入
さ
れ
た
 
 

新
医
師
臨
床
研
修
制
度
な
ど
様
々
 
 

な
要
因
が
重
な
っ
て
、
地
域
に
お
 
 

け
る
勤
務
医
不
足
を
招
い
て
い
る
 
 

と
言
わ
れ
る
。
 
 
 

医
師
の
地
域
や
診
療
科
ご
と
の
 
 

偏
在
、
勤
務
医
不
足
を
解
消
す
る
 
 

た
め
に
は
、
診
療
報
酬
を
あ
る
程
 
 

度
上
げ
て
、
海
外
に
比
べ
て
低
い
 
 

と
さ
れ
る
医
師
の
技
術
料
の
ほ
 
 

か
、
産
科
、
婦
人
科
、
救
急
な
ど
 
 

に
手
厚
く
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

医
師
の
絶
対
数
が
不
足
し
て
い
 
 

る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
人
口
1
0
 
 

0
0
人
当
た
り
の
医
師
数
を
み
る
 
 

と
、
日
本
は
2
人
で
、
経
済
協
力
 
 賢

契
機
構
〔
O
E
C
D
し
讃
匡
仁
 
 

平
均
の
3
人
を
下
回
る
。
診
療
報
 
 

酬
の
引
き
上
げ
や
医
師
の
増
員
 
 

は
、
医
療
費
増
加
に
つ
な
が
る
が
、
 
 

日
本
の
総
医
療
費
は
対
国
内
総
生
 
 

産
（
G
D
P
）
比
で
8
％
と
、
O
 
 

E
C
D
の
加
盟
先
進
国
で
も
最
低
 
 

レ
ベ
ル
に
あ
る
。
医
療
体
制
整
備
 
 

の
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
費
用
 
 

増
は
許
容
す
べ
き
だ
。
 
 
 

2
5
年
度
に
は
、
7
5
歳
以
上
の
高
 
 

齢
者
が
2
1
6
7
万
人
と
現
在
の
 
 

倍
に
ふ
く
ら
み
、
こ
の
世
代
の
医
 
 

療
費
も
〓
兆
円
か
ら
貧
兆
円
と
大
 
 

幅
に
増
え
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
 
 

ら
、
博
労
省
の
試
算
な
ど
か
ら
推
 
 

測
す
る
と
、
2
5
年
度
に
医
療
と
介
 
 

護
を
合
わ
せ
て
消
費
税
3
％
分
 
 

（
約
〓
兆
円
）
の
費
用
が
新
た
に
 
 

必
要
に
な
る
。
医
療
と
介
護
の
安
 
 

心
を
確
保
す
る
に
は
、
こ
の
3
％
 
 

分
を
最
低
限
の
必
要
額
と
考
え
る
 
 

4
 
 

3
 
 

べ
き
だ
ろ
う
。
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高
齢
化
に
伴
い
、
介
護
給
付
費
 
 

も
大
幅
に
伸
び
る
。
2
0
2
5
年
 
 

度
に
は
現
在
の
2
・
6
倍
に
な
る
 
 

見
通
し
で
、
年
金
T
・
4
倍
）
、
 
 

医
療
（
1
・
・
7
倍
）
の
伸
び
を
上
 
 

、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
 
 

¢介護保険の総費用とサービス受給者数の推移  

5
 
 
 
 
0
 
 

1
 
 
 
 
 
1
 
 

5
 
 
 

中
・
垂
 
 

回
り
、
現
在
は
月
約
4
0
0
0
円
 
 

の
介
護
保
険
料
も
将
来
的
に
1
万
 
 

円
近
く
に
ま
で
上
が
る
可
能
性
も
 
 

あ
る
。
 
 
 

「
介
護
の
沓
花
」
を
合
言
葉
 
 

に
、
国
民
生
活
 
 

（ 
額。 

）  

に
根
付
い
た
こ
 
 

の
制
度
を
上
手
 
 

に
育
て
な
け
れ
 
 

ば
、
総
人
口
の
 
 

約
2
割
が
7
5
歳
 
 

以
上
（
2
5
年
）
 
 

と
い
う
超
高
齢
 
 

社
会
は
乗
り
切
 
 

れ
な
い
。
 
 
 

要
介
護
認
定
 
 

者
数
は
4
0
0
 
 

万
人
を
超
え
、
 
 

そ
の
半
数
近
く
 
 

は
要
支
援
や
要
 
 

者
向
け
に
 
 

顆
女
性
が
壷
に
産
む
子
ど
も
の
 
 
 

数
を
示
す
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
 
 
 

近
年
は
1
・
3
前
後
で
推
移
し
て
 
 
 

お
り
、
日
本
は
「
超
少
子
化
国
」
 
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
人
口
減
時
代
に
 
 

あ
っ
て
は
、
経
済
を
酒
性
化
さ
せ
、
 
 

社
会
保
障
の
支
え
手
を
確
保
す
る
 
 

た
め
に
も
、
出
生
率
の
低
下
に
革
 
 

止
め
を
か
け
る
こ
と
が
急
務
だ
。
 
 

少
子
化
が
進
ん
だ
先
進
国
の
中
 
 

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
よ
う
に
、
 
 

1
9
8
0
年
代
半
ば
か
ら
子
育
て
 
 

家
庭
を
支
援
す
る
「
家
族
政
賢
 
 

に
力
を
注
ぎ
、
出
生
率
を
上
昇
さ
 
 

せ
た
国
も
あ
る
。
保
育
の
充
実
や
 
 

育
児
と
両
立
し
や
す
い
労
働
法
制
 
 

な
ど
の
整
備
を
進
め
、
女
性
の
就
 
 

労
革
も
出
生
率
も
高
い
社
会
に
生
 
 

軽
度
者
が
占
め
る
。
こ
れ
ら
の
人
 
 

々
に
必
要
な
の
は
、
身
体
介
護
よ
 
 

り
も
、
調
理
や
掃
除
と
い
っ
た
生
 
 

活
援
助
や
見
守
り
な
ど
だ
。
生
活
 
 

援
助
サ
ー
ビ
ス
は
、
家
族
構
成
や
 
 

地
域
の
事
情
が
大
き
く
影
響
す
 
 

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
国
の
傑
候
制
 
 

度
と
は
別
に
、
自
治
体
が
独
自
の
 
 

工
夫
で
行
う
こ
と
も
選
択
肢
だ
。
 
 

一
方
で
大
き
な
課
題
に
な
る
の
 
 

が
、
医
療
技
術
の
進
歩
や
寿
命
の
 
 

延
び
で
増
え
る
中
√
憂
度
の
要
介
 
 

護
者
へ
の
ケ
ア
だ
。
約
1
7
0
万
 
 

人
い
る
認
知
症
高
齢
者
も
今
後
2
0
 
 

年
間
で
倍
増
す
る
と
言
わ
れ
て
い
 
 

る
。
家
族
介
護
が
難
し
く
な
る
な
 
 

か
、
中
・
重
度
者
が
プ
ロ
に
よ
る
 
 

介
護
を
受
け
ら
れ
る
体
制
づ
く
り
 
 

が
不
可
欠
だ
。
 
 
 

妊娠から成長まで支援  

ま
れ
変
わ
る
努
力
を
し
て
い
る
。
 
 

日
本
で
は
今
や
女
性
の
就
業
 
 

率
が
出
産
期
に
下
が
る
状
態
が
続
 
 

く
。
政
府
は
両
立
支
援
に
力
を
入
 
 

れ
る
が
、
ま
だ
多
く
の
職
場
で
、
 
 

「
仕
事
か
出
産
退
職
か
」
を
迫
ら
 
 

れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
育
児
と
の
 
 

両
立
が
困
難
な
状
況
が
続
け
ば
、
 
 

少
子
化
が
さ
ら
に
進
み
、
人
口
減
 
 

も
加
速
す
る
。
 
 
 

欧
州
各
国
の
よ
う
に
、
妊
娠
・
 
 

出
産
か
ら
子
ど
も
が
成
長
し
自
立
 
 

す
る
ま
で
、
切
れ
目
な
く
支
援
す
 
 

る
政
策
が
必
要
だ
。
そ
の
た
め
に
 
 

は
、
財
源
投
入
規
模
の
拡
大
が
不
 
 

可
欠
に
な
る
。
出
生
率
を
1
・
8
 
 

前
後
に
上
げ
た
国
々
は
、
G
D
P
 
 

町
2
i
3
％
を
家
族
政
策
に
投
じ
 
 

介
護
保
険
を
持
続
可
能
に
す
る
 
 

た
め
に
、
現
行
の
保
険
サ
ー
ビ
ス
 
 

を
中
・
重
度
者
向
け
に
集
中
さ
 
 

せ
、
軽
度
者
へ
の
生
活
支
援
は
、
 
 

自
治
体
が
N
P
O
（
非
営
利
組
織
）
 
 

の
よ
う
な
地
域
の
人
材
や
組
織
を
 
 

活
用
し
て
行
う
な
ど
、
制
度
の
再
 
 

編
が
急
務
だ
。
介
護
保
険
か
ら
外
 
 

れ
る
軽
度
者
へ
の
ケ
ア
を
は
じ
 
 

め
、
虐
待
防
止
や
見
守
り
も
含
め
 
 

た
高
齢
者
へ
の
支
援
事
業
を
自
治
 
 

体
が
円
滑
に
行
う
に
は
、
本
社
提
 
 

言
の
社
会
保
障
税
を
活
用
、
財
源
 
 

を
年
－
兆
円
規
模
（
2
5
年
）
で
確
 
 

保
す
る
必
要
も
あ
る
。
 
 
 

介
護
職
の
待
遇
改
善
も
課
題
 
 

だ
。
介
護
職
の
平
均
月
収
は
2
0
・
 
 

8
万
円
で
、
全
産
業
平
均
（
3
3
万
 
 

円
）
よ
り
低
い
。
魅
力
あ
る
職
場
 
 

に
す
る
た
め
の
賃
金
体
系
の
再
構
 
 

築
が
求
め
ら
れ
る
。
 
 

て
い
竜
日
本
は
0
・
8
％
し
か
 
 

な
い
。
 
 
 

国
や
自
治
体
、
企
業
な
ど
が
負
 
 

担
す
る
児
苧
家
族
関
連
社
会
支
 
 

出
は
4
兆
3
3
0
0
億
円
。
政
府
 
 

の
試
算
で
は
、
出
産
後
も
就
業
継
 
 

続
を
望
む
女
性
の
希
望
を
実
現
す
 
 

る
た
め
だ
け
で
、
新
た
な
保
育
サ
 
 

ー
ビ
ス
や
育
児
休
業
給
付
な
ど
に
 
 

約
1
兆
5
0
0
0
億
円
が
必
要
に
 
 

な
る
。
女
性
の
就
業
率
が
8
割
に
 
 

な
る
と
、
必
要
額
は
約
2
兆
．
4
4
 
 

0
0
億
円
に
膨
ら
む
。
 
 
 

児
童
手
当
（
現
在
は
小
学
校
卒
 
 

業
ま
で
）
を
欧
州
並
み
に
し
て
、
 
 

中
学
卒
業
ま
で
高
月
2
万
円
を
 
 

支
給
す
れ
ば
、
3
兆
2
4
0
0
億
 
 

円
が
新
た
に
必
要
だ
ご
」
れ
ら
の
 
 

対
衆
を
す
べ
て
実
現
す
る
と
、
 
 

家
族
関
連
支
出
が
欧
州
水
準
の
 
 

G
D
P
比
Z
％
、
総
額
1
0
兆
円
程
 
 

度
に
な
り
、
税
財
源
が
必
要
な
分
 
 

だ
け
で
、
消
費
税
っ
乙
丁
）
3
％
分
が
 
 

か
か
る
。
 
 
 

若
者
が
安
定
し
た
職
に
就
は
る
 

よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
も
欠
和
 
 

せ
な
い
。
ニ
ー
ト
や
フ
リ
ー
タ
1
．
 
 

漕
 

れ
、
景
気
が
回
復
し
て
も
定
職
に
 
 

就
く
の
は
難
し
い
。
 
 
 

働
か
ず
、
学
校
に
も
通
っ
て
い
 

な
い
ニ
ー
ト
は
約
6
0
万
人
、
3
4
歳
 
 

以
下
の
フ
リ
ー
タ
ー
も
約
－
9
・
0
 
 

万
人
。
2
0
代
、
3
0
代
の
労
働
者
の
 

4
人
に
1
人
以
上
が
、
非
正
社
員
 
 

の
若
者
は
、
職
業
が
ほ
神
嵐
胤
Ⅷ
い
摺
消
指
指
摘
滝
㍑
 
 

と
し
て
労
働
市
場
か
ら
敬
遠
さ
ぺ
 
 

と
し
て
低
収
入
で
不
安
定
な
働
き
 
 

方
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
対
倭
を
 
 

講
じ
ず
、
仮
に
ニ
ー
ト
、
フ
リ
ー
 
 

タ
ー
全
員
が
生
洒
保
護
に
凍
っ
た
 
 

と
す
る
と
、
年
間
4
兆
円
超
丁
 
 

人
約
1
7
0
万
円
で
計
算
）
の
費
 
 

遠
が
か
か
る
。
 
 

企
業
だ
け
に
若
者
の
育
成
を
期
 
 

待
す
る
の
は
難
し
く
な
っ
て
お
 
 
 

満
て
い
る
。
厚
労
省
な
ど
に
よ
る
 
 

と
、
若
年
失
業
者
も
加
え
た
約
 
 

3
6
0
万
人
に
現
行
郡
直
の
支
援
 
 
 

を
す
る
だ
け
で
、
約
－
兆
4
2
0
 
 
 

0
億
円
か
か
る
。
亭
算
化
さ
れ
て
 
 

心
る
分
を
約
5
0
0
0
億
円
と
し
 
 
 

て
も
、
追
加
で
約
9
2
0
0
億
円
 
 
 

が
必
要
だ
。
 
 

35  



平成20年4月16日（水） 読売新聞 朝刊 21面   

社
会
保
障
番
号
 
 

社
会
保
障
番
号
を
導
入
し
、
 
 

年
金
は
じ
め
医
療
、
介
護
、
雇
用
 
 

な
ど
織
部
句
で
管
理
さ
れ
て
き
た
 
 

社
会
保
慢
の
負
担
と
給
付
を
、
一
 
 

休
で
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
 
 

と
が
望
ま
し
い
。
制
度
間
の
連
 
 

携
不
十
分
や
、
手
続
き
の
煩
雑
 
 

さ
が
国
民
の
不
信
感
に
つ
な
が
っ
 
 

て
い
る
が
、
情
報
を
一
元
化
す
れ
 
 

ぼ
必
要
な
給
付
が
受
け
や
す
く
な
 
 

る
な
ど
、
メ
リ
ッ
ト
は
た
く
さ
ん
 
 

あ
る
。
 
 
 

4
月
に
始
ま
っ
た
7
5
歳
以
上
の
 
 

高
齢
者
を
対
象
に
し
た
医
療
制
度
 
 

で
は
、
新
た
に
番
号
が
設
け
ら
れ
 
 

た
が
、
こ
の
ほ
か
に
介
護
保
険
証
 
 

番
号
も
あ
る
な
ど
、
制
度
ご
と
に
 
 

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

本
社
提
言
は
、
そ
の
番
号
を
、
 
 

出
生
時
か
ら
生
涯
を
通
じ
て
一
本
 
 

化
、
給
付
と
負
担
を
個
人
単
位
で
 
 

確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
 
 

で
、
2
 

指
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
結
婚
に
 
 よ

る
改
姓
や
転
職
、
転
居
が
あ
っ
 
 

て
も
、
「
記
録
漏
れ
」
な
ど
の
心
 
 

配
は
な
く
な
る
。
一
痙
の
所
得
情
 
 

報
も
加
え
る
こ
と
で
、
公
平
・
公
 
 

正
さ
が
担
保
さ
れ
、
年
金
改
革
読
 
 

売
実
の
「
最
低
保
障
年
金
」
や
保
 
 

険
料
4
段
階
免
除
の
職
権
適
用
な
 
 

ど
、
き
め
細
か
な
低
所
得
者
対
策
 
 

な
ど
も
実
施
で
き
る
。
 
 
 

特
に
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の
 
 

が
、
4
月
に
導
入
さ
れ
た
ば
か
 
 

り
の
高
額
医
療
・
介
護
合
算
制
 
 

度
。
医
療
と
介
護
両
方
が
必
要
 
 

な
世
帯
で
、
身
担
が
重
く
な
り
 
 

す
ぎ
な
い
よ
う
払
い
戻
す
仕
組
 
 

み
だ
が
、
番
号
の
導
入
で
、
申
 
 

請
が
な
く
て
も
自
動
的
に
合
算
 
 

し
て
払
い
戻
す
こ
と
も
可
能
に
 
 

な
る
。
 
 
 

導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
①
基
礎
 
 

年
金
番
号
を
利
用
す
る
②
住
民
票
 
 

コ
ー
ド
を
利
用
す
る
③
新
た
に
番
 
 

号
を
つ
け
る
ー
と
い
う
選
択
が
 
 

あ
る
。
基
礎
年
金
番
号
の
場
合
、
 
 

」
受
け
や
す
く
 
 

2
0
歳
末
満
な
ど
、
年
金
制
度
の
加
 
 

入
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
年
齢
層
 
 

へ
の
番
号
設
定
を
追
加
的
に
行
え
 
 

ば
、
社
会
保
障
番
号
と
し
て
活
用
 
 

で
き
る
。
 
 
 

海
外
で
も
様
々
な
形
で
社
会
保
 
 

障
番
号
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
米
 
 

国
で
は
1
9
3
6
年
に
導
入
さ
 
 

れ
、
出
生
時
な
ど
に
申
請
に
よ
っ
 
 

て
番
号
が
決
ま
る
。
6
2
年
か
ら
は
 
 

納
税
者
番
号
と
し
て
も
活
用
。
所
 
 

得
情
報
の
把
握
な
ど
で
、
給
付
の
 
 

不
正
、
不
公
平
、
ミ
ス
を
防
ぐ
こ
 
 

と
に
役
立
っ
て
い
る
。
 
 
 

た
だ
、
米
国
で
は
番
号
の
民
間
 
 

利
用
を
幅
広
く
認
め
た
た
め
、
不
 
 

正
利
用
に
よ
る
犯
罪
が
相
次
ぎ
、
 
 

個
人
情
報
の
保
護
対
策
の
重
要
性
 
 

が
高
ま
っ
て
い
る
。
導
入
に
あ
た
 
 

っ
て
は
、
利
点
を
わ
か
り
や
す
ぐ
 
 

説
明
し
て
、
国
民
の
理
解
を
得
て
 
 

い
く
必
要
が
あ
る
。
個
人
情
報
の
 
 

流
出
な
ど
リ
ス
ク
対
策
に
全
力
を
 
 

挙
げ
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
。
 
 

記事中にある2025年度の年金、医療、  
介護給付費等の推計は、厚生労働省が20  
06年5月に公表した「社会保障の給付と  
負担の見通し」による。試算の前提となる  
国民所得の伸び率については、2012年度  

以降を一律ト6％と見積もっている。内  
閣府の見積もりは、2011年度まで2．0％  
～′3，2％となっており、厚労省の推計は  

比較的厳しい経済状況を想定したものに  
なっている。  
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読
売
新
聞
社
社
会
保
障
研
究
会
 
 
 

東
京
本
社
の
編
集
局
、
論
説
 
 

委
員
会
を
中
心
に
、
専
門
記
者
 
 

で
構
成
。
社
会
保
障
制
度
全
般
 
 

に
つ
い
て
、
国
内
外
の
有
識
者
、
 
 

専
門
家
、
政
治
家
、
省
庁
の
担
 
 

当
者
ら
を
対
象
に
幅
広
く
取
 
 

材
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
年
 
 

金
制
度
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
 
 

険
方
式
、
税
方
式
の
ほ
か
、
ス
 
 

ウ
ェ
ー
デ
ン
方
式
」
．
カ
ナ
ダ
方
 
 

式
な
ど
様
々
な
案
を
詳
細
に
検
 
 

討
。
去
れ
ぞ
れ
の
利
点
、
問
題
 
 

点
な
ど
に
関
す
る
議
論
を
重
ね
 
 

て
、
改
革
案
を
ま
と
め
た
。
 
 
 

メ
ン
バ
ー
は
、
次
の
通
り
。
 

▽
編
集
主
幹
・
老
川
祥
一
（
座
 
 

長
）
▽
編
集
局
長
・
白
石
興
二
 
 

郎
▽
編
集
局
次
長
・
五
阿
弥
宏
 
 

安
、
杉
山
美
邦
▽
社
会
保
障
郡
 
 

長
・
小
畑
洋
一
▽
論
説
委
員
・
 
 

保
高
芳
昭
▽
編
集
委
員
・
安
部
 
 

順
一
、
青
山
彰
久
、
南
砂
▽
政
 
 

米
国
、
英
国
、
ド
イ
ツ
な
ど
 
 

大
部
分
の
国
の
公
的
年
金
は
、
 
 

保
険
料
を
徴
収
し
て
ま
か
な
う
 
 

社
会
保
険
方
式
で
運
営
さ
れ
て
 
 

い
る
。
全
額
税
方
式
の
基
礎
年
 
 

金
を
導
入
し
て
い
る
国
は
カ
ナ
 
 

ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
．
3
 
 

か
国
だ
が
、
い
ず
れ
も
御
 
 

慶
発
足
当
初
か
ら
で
、
途
 
 

中
か
ら
税
方
式
に
移
行
し
 
 

た
例
は
な
い
。
 
 

少
子
高
齢
化
は
多
く
戯
 
 

先
進
国
に
共
通
の
間
鐘
烙
 
 

け
に
、
各
国
と
も
苫
ま
ざ
 
 

ま
な
形
で
年
金
改
革
に
取
 
 

り
組
ん
で
い
る
ご
」
の
う
 
 

ち
、
特
に
注
目
を
集
め
て
 
 

い
る
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
 
 

ン
が
ー
9
9
9
年
か
ら
導
 
 

入
し
た
新
制
度
だ
。
 
 
 

す
べ
て
の
職
業
の
人
 
 

が
加
入
し
、
所
得
に
応
 
 

じ
て
保
険
料
を
支
払
う
所
 
 

得
比
例
年
金
を
設
．
け
、
そ
の
 
 

年
金
額
が
低
い
人
に
限
っ
て
、
 
 

税
を
財
源
と
す
る
最
低
保
障
 
 

年
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
最
 
 

大
の
特
徴
と
い
え
る
。
．
 
 
 

改
革
以
前
の
制
度
は
、
現
役
 
 

治
部
・
湯
本
浩
司
▽
社
会
保
障
 
 

部
・
石
崎
浩
、
服
部
裏
、
猪
熊
 
 

律
子
、
阿
部
文
彦
、
内
田
健
司
、
 
 

大
津
和
夫
、
安
田
武
晴
▽
生
活
 
 

情
報
部
・
榊
原
智
子
▽
医
療
情
 
 

報
部
占
村
長
彦
▽
調
査
研
究
 
 

泰
部
・
北
村
節
子
▽
大
阪
本
社
 
 

生
活
情
報
部
・
中
鮨
聡
子
 
 
 

海外は「社会保険」が主流  時
代
の
所
得
と
関
係
な
く
支
給
 
 

さ
れ
る
基
礎
年
金
の
上
に
、
所
 
 

得
比
例
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る
 
 

渾
2
階
建
て
に
な
っ
て
い
た
。
基
 
 

鞘
暦
年
金
を
廃
止
し
た
の
は
、
現
 
 

．
誤
役
時
代
の
所
得
が
高
か
っ
た
人
 
 

く
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
制
度
を
大
が
か
り
に
 
 

組
み
替
え
る
の
で
移
行
措
置
が
 
 

難
し
い
。
人
口
規
模
も
社
会
構
 
 

造
も
異
な
る
国
の
制
度
を
日
本
 
 

で
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
の
は
無
 
 

理
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
 
 

ほ
ど
老
後
の
年
金
が
多
 
 

く
な
る
と
い
う
関
係
を
 
 

強
め
、
現
役
世
代
の
働
 
 

く
意
欲
を
刺
激
す
る
こ
 
 

と
が
狙
い
だ
。
 
 
 

ど
の
職
業
で
も
、
所
 
 

得
が
同
じ
な
ら
給
付
額
 
 

が
同
じ
に
な
る
わ
か
り
 
 

や
す
さ
に
加
え
、
税
を
 
 

低
所
得
層
に
集
中
的
に
 
 

投
入
す
る
こ
と
で
、
保
 
 

険
料
と
税
と
の
役
割
分
 
 

担
が
明
確
に
な
っ
て
い
 
 

る
。
日
本
で
も
、
ス
ウ
 
 

ェ
ー
デ
ン
を
参
考
に
し
 
 

た
制
度
に
改
革
す
べ
き
 
 

だ
と
い
う
意
見
は
少
な
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